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第１章 はじめに 

１. 計画の背景と目的 

本市は、昭和 30（1955）年の市制施行時に約 3.6 万人であった人口が、昭和 49（1974）

年に 13 万人を超え、昭和 60（1985）年には約 13.7 万人とピークを迎えました。 

この急激な人口の増加に対応するため、多くの公共施設が昭和 50 年代から 60 年代にかけて

整備され、その数は現存する公共施設の約半数にのぼっています。 

昭和 60（1985）年以降、人口は減少に転じ、今後も人口減少と少子高齢化が進むと考えら

れています。人口の増加時期に整備を進めた公共施設の多くは老朽化が進み、更新時期を迎えよ

うとしていますが、人口減少・少子高齢化の時代においては、税収の減少や公共施設に対するニ

ーズの変化などにより、今後の公共施設等のあり方を検討する必要があります。 

そんな中、平成 25（2013）年 11 月、国において「インフラ長寿命化基本計画」が策定さ

れ、インフラを管理・所管する者に対し、当該施設の維持管理や更新を着実に推進するための行

動計画や施設ごとの個別計画の策定が求められました。 

また、平成 26（2014）年 4 月には、総務省から「公共施設等総合管理計画の策定にあたっ

ての指針」が示されたことを受け、本市においても平成 27（2015）年 5 月、「松原市公共施設

等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）を策定し、公共施設マネジメントの取組（長

期的な視点をもって、市が保有する施設を最適に維持管理・有効活用することで、市民サービス

の維持・向上と安定した財政運営を両立させるための取組）を推進しています。 

「松原市個別施設計画（子育て支援施設編）」（以下「本計画」という。）は、インフラ長寿命化

基本計画に基づく施設分類ごとの個別計画として、総合管理計画を推進していくために策定する

ものです。 
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２. 計画の位置づけ 

本計画は、平成 27（2015）年 5 月に策定した総合管理計画を上位計画とする、施設分類ご

との個別計画として位置づけられます。 

 

【図 1-2-1 計画の位置づけ】 

 

 

３. 計画期間 

公共施設マネジメントの推進には、長期的な視点が不可欠となります。 

本計画の上位計画となる総合管理計画の計画期間は、平成 26（2014）年度から令和 26

（2044）年度までの約 30 年間となっており、第 5 次総合計画と整合を図りつつ、上位・関連

計画や社会情勢の変化などに対応して見直しを行っていくこととしています。 

本計画においても、中長期的な視点を持ちつつ、実際の施設の維持管理にあたっては、短期で

の取組を整理することが重要と考えられます。そこで、令和 3（2021）年度から令和 12（2030）

年度までの原則 10年間を本計画の計画期間として設定します。 

なお、社会情勢の変化や上位計画である総合計画の策定、取組の進捗状況等も考慮し、必要に

応じて計画内容の見直しを行います。 

 

 

 

 

  

など

市民文化系
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社会教育系

施設

ｽﾎﾟｰﾂ･

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系
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学校教育系
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子育て支援
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保健・福祉
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道路 橋りょう

行政系施設 公営住宅 公園施設
供給処理
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上下水道

施設
その他施設 上水道菅 下水道管

（基本計画）

（個別計画）再編計画、保全計画等

松原市都市計画
マスタープラン

松原市まち･ひと･しごと
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基本計画（国）

松原市第５次総合計画

松原市
公共施設等総合管理計画

（行動計画）

公 共 施 設 イ ン フ ラ 施 設

計画期間：令和３（2021）年度から令和１２（2030）年度 
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４. 計画の対象施設 

本計画では、下表に示す子育て支援施設を対象とします。 

内訳としては、幼保・こども園が 7施設、幼児・児童施設が 1 施設となっております（休止中

の園や小学校内の空き教室等で運営している留守家庭児童会室については、本計画の対象外とし

ます）。 

【表 1-4 計画の対象施設】 

中分類 施設名称 所在地 建築年 延床面積（㎡） 管理形態 

幼保・ 

こども園 

松原市立第２保育所 南新町 3丁目 7-30 
平成 9年 

（1997年） 
1,343.32  直営 

松原市立第３保育所 上田 7丁目 11-34 
平成 27年 

(2015年) 
547.31  直営 

松原市立第４保育所 天美我堂 3−124−10 
平成 29年 

(2017年) 
1,826.42  直営 

松原市立第７保育所 一津屋 3丁目 4-32 
昭和 50年 

(1975年) 
556.60  直営 

三宅幼稚園 三宅中 3丁目 17-8 
昭和 49年 

(1974年) 
604.75  直営 

四つ葉幼稚園 天美南 4丁目 276番地の 1 
平成 26年 

(2014年) 
1,750.16  直営 

わかばこども園 岡 2丁目 7-15 
令和 3年 

(2021年) 
2,066.43  直営 

幼児・児童

施設 
松原北留守家庭児童会室 阿保 1丁目 16-3 

平成 15年 

(2003年) 
227.81  直営 

 

 

松原市立第２保育所 松原市立第３保育所 松原市立第４保育所 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

松原市立第７保育所 三宅幼稚園 四つ葉幼稚園 

 

 

 

 

 

 

  

わかばこども園 松原北留守家庭児童会室  

  

 

 

 

 

 

 

【写真 1-4 計画の対象施設】 
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５. 対象施設の立地状況 

各施設の位置は下図に示すとおりです。 

 

【図 1-5 子育て支援施設の配置状況】 
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第２章 施設の目指すべき姿 

１. 上位計画 

本施設分類における、上位計画で示す施設の位置づけや取組の方向性について整理します。 

１）上位計画 

（１）松原市公共施設等総合管理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2公共施設等の管理に関する基本的な考え方（抜粋） 

＜基本的な方針＞ 

①財政や人口規模に応じた施設総量の縮減 

施設を更新する際には、支出可能な財政規模と将来的な人口規模を考慮して、施設総量を縮減する
ことを基本とします。 

②新規整備の抑制や費用対効果を考慮した更新 

予防保全による施設の長寿命化や既存施設の有効活用を図ることで新規整備を抑制するとともに、
費用対効果を考慮して施設の更新を行います。 

③施設の複合化や効率的な運営の推進 

学校等を含めた施設の複合化によって、機能を維持・向上しつつ施設総量を縮減するとともに、管理・
運営についても効率化をします。 

＜実施方針＞（抜粋） 

①点検・診断等の実施方針 

資産を適切に利用するため、対処療法的な事後保全ではなく計画的な予防保全の視点から点検・診
断するための項目や方法等を整理したうえで実施する必要があります。 
点検・診断した結果・記録はデータベース化し、情報として蓄積して、今後のメンテナンスに活用してい
くことにより、効率的・効果的なマネジメントと PDCAサイクルの実現を図っていきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

日常的・定期的な点検・診断結果に基づいて維持管理・修繕・更新を実施することにより、機能を維持
していく必要があります。 
また、今後の維持管理等においては指定管理者制度の促進や PPP/PFI等の事業手法を用いた民間
活力の導入に向けた検討も行っていきます。 

③安全確保の実施方針 

日常的・定期的な点検・診断結果に基づいて、資産の劣化状況を把握するとともに、災害等に備え安
全性を確保する必要があります。 
また、データベース化された点検・診断結果から、劣化・損傷など安全面での危険性が認められたも
のについては、費用面・利用状況・優先度などを踏まえて、修繕・更新などにより安全性の確保を図っ
ていきます。 

④耐震化の実施方針 

耐震診断の結果を踏まえて、耐震化が十分でないものについては、耐震化に要する費用や利用状況
を考慮しつつ、耐震化を実施します。 

⑤長寿命化の実施方針 

大規模改修されておらず今後も保持する公共施設については、費用面や利用状況を考慮しつつ大規
模改修を実施し、長寿命化を推進することで長期的な視点で更新コストの縮減を図る必要がありま
す。 

⑥公共施設における統合や廃止の推進方針 

人口の推移や財政状況を考慮し、公共施設（機能）の集約、廃止、複合化を進めるため全庁的な観点
から公共施設の再編を進めていきます。 

⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

このようなアセットマネジメント※の取組を推進するため、横断的な体制の構築を検討します。 
 
※ アセットマネジメント：公共施設等を一元的に把握して、将来の費用負担を推計し、そのうえで、老朽化した施設の統廃合や余剰施設 

の複合的な活用などを行い、一定の行政サービスを維持しつつ、長期的な財政支出の削減を図る取組 
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第３章 子育て支援施設の現状 

１. 対象施設の概要 

対象施設の概要や利用状況、コスト状況について整理します。 

１）施設の概要 

各施設の概要は下表に示すとおりです。 

 

【表 3-1-1 対象施設の概要】 

施設名称 概要 

松原市立第２保育所 

市内西部にある保育所です。 

現在、園児の受入れを行っている保育所の中では 2番目に古い施設です。 

園庭が広く、四季折々の草・木・花、虫等から自然を感じられる保育所で

す。 

 

松原市立第３保育所 

市内南東部にある保育所です。平成 27（2015）年に建替えた新しい施設で

す。施設内では子育て支援センターも活動を行っています。 

定期的に園庭の開放を行い、近隣に住む乳幼児を連れた親子が集うなど、

多くの利用者が見られます。 

 

松原市立第４保育所 

市内北西部にある保育所です。平成 29（2017）年に建替えた 3階建ての新

しい施設です。 

隣接する松原市立松原第五中学校の生徒と園児の交流も行っています。 

 

松原市立第７保育所 

市内東部にある保育所です。近隣には府営住宅一津屋団地があります。現

在、園児の受入れを行っている保育所の中では最も古い施設です。 

園庭が広く、四季折々の草・木・花、虫等から自然を感じられる保育所で

す。 

 

三宅幼稚園 

市内北部にある幼稚園です。三宅公民館の西に位置し、近隣には屯倉神社

もあります。 

 

四つ葉幼稚園 

市内西部にある幼稚園です。現在、園児の受入れを行っている幼稚園の中

で最も新しい施設です。 

平成 28（2016）年より 3歳児の受入れを始めました。 

 

わかばこども園 

市内南部にある認定こども園です。令和 3（2021）年 4月に開園した松原市

において公立で初となる幼保連携型認定こども園です。 

近隣には、松原市立松原第六中学校があります。 

 

松原北留守家庭児童会室 

保護者等の就労や疾病等により、放課後留守家庭になる小学生全学年の児

童を対象に、安全面に配慮し、適切な遊びや生活の場を与え、基本的な生活

習慣の確立により、健全な育成を図ることを目的として設置された施設です。 

松原市立松原北小学校の敷地内にあります。 
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２）利用状況 

各施設の利用状況は下表に示すとおりです。 

【表 3-1-２ 対象施設の利用状況】 

施設名称 
平成 30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 
開館時間 休館日 

松原市立第２保育所 104人 100人 午前 7時～午後 7時 
日曜日、祝日、年末年始、 

市長が特に定めた日 

松原市立第３保育所 20人 18人 午前 7時～午後 7時 
日曜日、祝日、年末年始、 

市長が特に定めた日 

松原市立第４保育所 138人 138人 午前 7時～午後 7時 
日曜日、祝日、年末年始、 

市長が特に定めた日 

松原市立第７保育所 82人 84人 午前 7時～午後 7時 
日曜日、祝日、年末年始、 

市長が特に定めた日 

三宅幼稚園 30人 51人 
午前 8時 45分～ 

午後 5時 30分 

土曜日、日曜日、祝日、 
7/21～8/31、12/25～1/7、 

3/25～4/10 

四つ葉幼稚園 164人 155人 午前 7時～午後 6時 
土曜日、日曜日、祝日、 

7/21～8/31、12/25～1/7、 

3/25～4/10 

わかばこども園 ― ― 午前 7時～午後 7時 
日曜日、祝日、年末年始、 

市長が特に定めた日 

松原北留守家庭児童会室 71人 74人 午前 8時 30分～午後 7時 
日曜日、祝日、8/13～8/15、 

年末年始 

 

３）コスト状況 

各施設のコスト状況は下表に示すとおりです。 

歳入は、施設の管理・運営に係る使用料、手数料及び補助金等の合計です。 

歳出は、施設の維持管理経費（人件費や光熱水費など）、事業運営費及びその他のコストの合計

です。 

【表 3-1-３ 対象施設のコスト状況】 

施設名称 

歳入（千円） 歳出（千円） 

平成 30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

平成 30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

松原市立第２保育所 17,757.0  12,486.0  188,744.0  250,863.0  

松原市立第３保育所 6,856.0  5,805.0  91,338.0  77,303.0  

松原市立第４保育所 38,072.0  27,080.0  189,665.0  180,542.0  

松原市立第７保育所 21,728.0  14,193.0  154,495.0  148,997.0  

三宅幼稚園 3,808.0  3,222.0  35,937.0  38,185.0  

四つ葉幼稚園 20,539.0  11,794.0  126,507.0  137,266.0  

わかばこども園 ― ― ― ― 

松原北留守家庭児童会室 5,028.0  4,784.0  1,711.0  1,939.0  
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２. 対象施設の劣化状況 

令和元（2019）年度、本計画の策定に先立ち実施した、劣化診断調査の方法と結果について

整理します。 

１）建物劣化診断の方法について 

（１）机上調査 

現地での劣化診断調査に先立ち、既存資料（図面、法定点検結果等）を机上で確認し、各施

設の概要や現状、仕上げや主要な設備等の状況等を事前に確認しました。 

 

（２）施設管理者ヒアリング 

劣化診断調査に先立ち、施設管理者にヒアリングシートを配布し、「日常的な不具合」や「漏

水やクラック、剥離落下などの重大な不具合」、「設備の運転状況」、「修繕や更新を望む部位」

などを確認しました。 

 

（３）劣化診断調査（現地調査） 

劣化診断調査は、原則、建物内の主たる施設と屋上、外回りについて、一級建築士が行った

部位ごとの目視による点検を基本とし、部分的に触手及び打診調査を実施しました。 

 

【表 3-2-1 建物劣化診断評価の定義】 

ランク 評価内容 

A：ほぼ健全 

B：軽微な劣化 

C：修繕最適時 

D：早急な対処要 

E：要詳細調査 

－：対象設備無 

特に修繕上問題となる事項なし 

経年相応の軽微な劣化が見られる（要経過観察） 

数年内で修繕が望まれる（計画最適時） 

安全面や快適性の維持のため、早期の修繕が必要 

要詳細調査（目視だけでは判断が困難な場合） 

点検対象外 

 

各項目における劣化診断調査の結果は、代表部位の劣化評価を反映しています。各項目の

代表部位は下表内の部位に赤字で示しています。 

 

【表 3-2-2 建物劣化診断項目・部位】 

項 目 部 位 

外部仕上 屋根(葺材/防水/ルーフドレイン/笠木/金物)、外壁(シーリング)、外部開口部、外部天井、外部雑 

内部仕上 内部床、内壁、内部開口部、内部天井、内部雑 

電気設備 受変電、幹線・動力、電灯コンセント、照明器具、情報通信、情報表示、防災、避雷針 

衛生・消防設備 給水、給湯、排水、衛生器具、ガス、消火、スプリンクラー、屋内消火栓、消火水槽 

空調設備 熱源、空調、ダクト、自動制御、配管、換気 

搬送設備 昇降機 

※外部仕上の評価は、2 つの代表部位のうち評価の悪い方を反映しています。 
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２）建物劣化診断の結果 

各施設の劣化診断結果は下表に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

【表 3-2-3 対象施設の劣化診断結果】 

施設情報 劣化評価 

施設名称 建築年月 
延床面積 

(㎡) 
構造 

外部 

仕上 

内部 

仕上 
電気 衛生 空調 搬送 

松原市立第２保育所 平成 9年 4月 1,343.32 
RC、 
一部 S 

C C ― B B ― 

松原市立第３保育所 平成 27年 3月 547.31 S A C ― A A ― 

松原市立第４保育所 平成 29年 3月 1,821.84 S A A A A A A 

松原市立第７保育所 昭和 51年 4月 549.06 RC C C ― B C ― 

三宅幼稚園 昭和 49年 3月 568.00 S C C ― B B ― 

四つ葉幼稚園 平成 26年 1月 1,654.47 S A A B A A A 

わかばこども園 令和 3年 2月 2,066.43 S A A A A A A 

松原北留守家庭児童会室 平成 15年 3月 227.81 LS C C ― B B ― 

※1 ここで示す延床面積は、劣化診断調査の対象になった棟の面積です。規模の小さな倉庫等の面積は含まないので、 

【表 1-4 計画の対象施設】の延床面積とは異なる場合があります。 

※2 わかばこども園は、令和 3（2021）年 2月に建築した新しい施設であるため、劣化診断調査は実施していません。 
劣化評価は建築年数から行っています。 

 

  

＜構造＞ 

RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造、SRC：鉄筋鉄骨造、LS：軽量鉄骨造、 

HS：軽量鉄骨造（制震鉄骨軸組構法）、W：木造 
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３. 現状のまとめ 

前項までの調査結果等を踏まえ、今後の施設の維持管理に係る計画を策定するにあたり、公共

性、有効性、代替性、効率性の視点から現状を以下に整理します。 

 

 

 

【表 3-3-1 対象施設の現状のまとめ】 

松原市立第２保育所 

◆公共性 

・児童福祉法、松原市立保育所条例 

 

◆有効性 

・本市における就学前児童数及び就学児童数は減少傾向にありますが、女性の社会進出や社会情勢の変化により、

保育を必要とする家庭が増加しています。 

 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には市立の保育所が 4施設、市立の認定こども園が 1施設、私立保育所が 14施設、私立認定

こども園が 4施設あります。 

 

松原市立第３保育所 

◆公共性 

・児童福祉法、松原市立保育所条例 

 

◆有効性 

・本市における就学前児童数及び就学児童数は減少傾向にありますが、女性の社会進出や社会情勢の変化により、

保育を必要とする家庭が増加しています。 

 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には市立の保育所が 4施設、市立の認定こども園が 1施設、私立保育所が 14施設、私立認定

こども園が 4施設あります。 

 

松原市立第４保育所 

◆公共性 

・児童福祉法、松原市立保育所条例 

 

◆有効性 

・本市における就学前児童数及び就学児童数は減少傾向にありますが、女性の社会進出や社会情勢の変化により、

保育を必要とする家庭が増加しています。 

 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には市立の保育所が 4施設、市立の認定こども園が 1施設、私立保育所が 14施設、私立認定

こども園が 4施設あります。 

 

 

  

公共性：法令等により設置根拠があるか  有効性：利用状況・今後の利用見込 

代替性：同機能・同種の施設があるか   効率性：コスト削減の取組や民間事業者等の活用状況 
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松原市立第７保育所 

◆公共性 

・児童福祉法、松原市立保育所条例 

 

◆有効性 

・本市における就学前児童数及び就学児童数は減少傾向にありますが、女性の社会進出や社会情勢の変化により、

保育を必要とする家庭が増加しています。 

 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には市立の保育所が 4施設、市立の認定こども園が 1施設、私立保育所が 14施設、私立認定

こども園が 4施設あります。 

・本施設は、三宅幼稚園、恵我幼稚園と統合する形で令和 7（2025）年度に新しく認定こども園となります。 

 

三宅幼稚園 

◆公共性 

・学校教育法、松原市立幼稚園条例 

 

◆有効性 

・私立の幼稚園や認定こども園は全て 3 歳児から受け入れていますが、本施設では受け入れ対象を 4 歳、5 歳児と

しています。 

・本市における就学前児童数及び就学児童数は減少傾向にあります。 

 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には市立の幼稚園が 2施設、私立幼稚園が 3施設あります。 

・本施設は、松原市立第７保育所、恵我幼稚園と統合する形で令和 7（2025）年度に新しく認定こども園となりま

す。 

 

四つ葉幼稚園 

◆公共性 

・学校教育法、松原市立幼稚園条例 

 

◆有効性 

・私立の幼稚園や認定こども園は全て 3 歳児から受け入れていますが、本施設でも同様に受け入れを 3 歳児からと

しています。 

・本市における就学前児童数及び就学児童数は減少傾向にあります。 

 

◆代替性 

・本施設を含め、市内には市立の幼稚園が 2施設、私立幼稚園が 3施設あります。 

 

わかばこども園 

◆公共性 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、松原市立認定こども園条例 

 

◆有効性 

・保護者の働いている状況に関わりなく教育・保育を一緒に受けることができ、保護者の就労状況が変化した場合

でも通園を継続することができます。 

・子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も子育て相談や親子の交流の場などに参加

できます。 

 

◆代替性 

・市内には市立保育所が 4施設、市立幼稚園が 2施設、私立保育園が 14施設、私立幼稚園が 3施設、私立認定こど

も園が 4施設あります。 
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松原北留守家庭児童会室 

◆公共性 

・児童福祉法 

 

◆有効性 

・少子化等の影響により就学児童数は減少しているものの、平成 27（2015）年に全学年の受け入れを開始したこと

や女性の社会進出により、留守家庭児童会室のニーズは安定しています。 

 

◆代替性 

・市内の留守家庭児童会室は、15か所の小学校で運営を行っていますが、松原市立松原北小学校以外は小学校の空

き教室を利用しています。 
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第４章 長寿命化実施計画 

１. 基本方針 

１）基本方針 

整備の基本方針については、総合管理計画 2.2「公共施設等の管理に関する基本的な考え方」

に基づき取組を行います。 
 

優先順位の考え方としては、利用者の安全を最優先に考え、また、保育所や幼稚園においては

災害時の避難所となる施設もあるため、限られた財源の中で、安全な施設管理を行います。 

また、子育て支援施設については、少子化や保育の需要拡大を考慮し、適正に配置することが

必要であると考えます。その中で、予防保全による施設の長寿命化、または施設の統合・集約化

を行い、機能の維持や向上を図りながら、効率的な管理・運営を行い、施設の縮減に努めます。 

 

 

 

 

 

２）実施方法 

整備の実施方法については、総合管理計画 2.2「公共施設等の管理に関する基本的な考え方」

の「2.2.3 実施方針」に基づいて行います。 

◆ 点検・診断の実施 

施設を適切に活用していくためには、定期的な点検が重要となります。予防保全の観点か

ら点検・診断を計画的に行い、早期の段階で劣化や損傷等を把握し、対策を取ることで、修

繕に係る費用を抑え、劣化等の進行を防止することができます。そのためには、職員による

日々の点検を実施し、点検・診断結果についての情報を蓄積することで、維持管理や老朽化

対策に活用していきます。 

◆ 維持管理・修繕の実施 

定期的な点検・診断によって得られた結果に基づき、劣化状況等を早期に把握し、修繕を

行うことで、効率的・効果的な維持管理を目指します。また、長期的にみて建物の機能や状

態を維持するよう、修繕等については計画的に行います。 

◆ 長寿命化の実施 

定期的な点検や修繕によって予防保全に努めることで、機能を維持・改善していくととも

に、効率的な管理を目指し、長寿命化を行う必要があります。長寿命化については、施設の

ニーズを考慮し、建物の建築年数や状態を点検・診断をした後、大規模改修または建替等の

判断を行います。 

◆ 集約化の実施 

定期的な点検・診断によって建物を管理しつつ、基本方針の原則においても示したとおり、

ニーズに応じた施設の縮減や施設を集約・複合化し、効率的な運営を行う必要があります。

子育て支援施設についても、限られた財源のなかで、効率的・効果的な施設の管理を目指し、

集約化、廃止、統合の検討を行っていきます。 

総合管理計画 2.2 で定める公共施設に関する原則 

①財政や人口規模に応じた施設総量の縮減 

②新規整備の抑制や費用対効果を考慮した更新 

③施設の複合化や効率的な運営の推進 
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２. 取組 

本市では、「第３章 ３．現状のまとめ」を踏まえ、主に以下の取組を実施します。 

 

【表 4-2-1 主な取組イメージ】 

取組 
取組の内容 イメージ 

施設（ハード） 施設機能（ソフト） 取組前 取組後 

長寿命化 

大規模改修等、適切な維持管理

や耐震化、バリアフリー化などの

施設整備を図ります。 

機能やサービスに変更はありませ

ん。 

  

建替 

（集約建替を含

む） 

＜建替＞ 

老朽化が進み、大規模改修等が

困難な場合、施設を建て替えま

す。 

機能やサービスに変更はありませ

ん。 

  

＜集約建替＞ 

老朽化が進み、大規模改修等が

困難な複数の施設がある場合、

機能を集約して一つの施設にまと

め、施設を建て替えます。 

基本的な機能やサービスが大きく

変更になることはありませんが、

提供場所が変わる場合がありま

す。 

  

廃止 

老朽化の進んだ施設や、機能の

役目を終えた施設を廃止します。

今後市では更新を行いません。 

機能やサービスの提供を停止しま

す。 

  

 

  

大規模改修等 

適切な維持管理 

建替 

旧施設は、他に用途が

無い場合廃止 

廃止 
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３. 使用目標年数の考え方 

今後も、松原市が保有する公共施設を計画的に保全していくためには、目標とする使用年数を

設定し、建替時期を見据えた取組が必要です。 

上位計画である「総合管理計画」の「2.2 公共施設等の管理に関する基本的な考え方」でも

示すとおり、計画的な保全に取り組むことにより、70 年を目標に長期使用を図っていくことと

します。なお、木造及び軽量鉄骨の公共施設については、50 年を目標に長期使用を図っていく

こととします。 

 

既存の建物について、建物の状態等から長期の使用が適切ではないと判断された場合や財政面

等から効果的な投資が可能と判断できた場合には、上記に関わらず整備時期を前倒しするなど、

実態に即した施設の整備を検討します。 

 
  

【目標耐用年数について】 

耐用年数について、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）によると、鉄筋コンクリート

造や鉄骨造で普通の品質の場合、代表値は 60年、上限値は 80年とされています。 

「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会編著） 

＜建築物全体の望ましい目標耐用年数の級＞ 
 

構造 

 

 

用途 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 
鉄骨造 

ブロック造 

れんが造 
木造 

高品質の 

場合 

普通の品質

の場合 

重量鉄骨造 

軽量鉄骨 高品質の 

場合 

普通の品質

の場合 

学校、庁舎 Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 Ｙ060 以上 Ｙ060 以上 

住宅、事務所、病

院 

Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 

 

＜目標耐用年数の級区分例＞ 
 

目標耐用年数 

級 
代表値 範囲 下限値 

Ｙ0100 100 年 80～120 年 80 年 

Ｙ0 60 60 年 50～80 年 50 年 

Ｙ0 40 40 年 30～50 年 30 年 
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４. 施設整備に関する基本的な考え方 

今後、市が保有する公共施設に対して修繕等を実施していくにあたり、以下の視点等を踏まえ

て、どの施設から対応していくかを検討し、優先性の高い施設から取り組んでいくこととします。 

 

１）判断基準 

◆視点 

①利用者の安全確保の視点から、老朽化の著しい施設の修繕等を優先します。 

②財政の視点から、規模が大きく修繕の費用が多く見込まれる施設の修繕等を優先します。 

③防災の視点から、災害時に活用される施設の修繕等を優先します。 

④法律・政令で義務づけられている必要不可欠な業務を行う施設（行政系施設、学校教育系施

設等）の維持を優先します。 

⑤代替機能の確保が難しい施設は、計画的な保全を行い、老朽化している場合は長寿命化のた

め必要な大規模改修を実施します。 

 

◆優先度指標 

優先度指標として、施設の「老朽度ランク」

と「重要度ランク」を用いて、ポートフォリオ

分析を行い、施設別の優先性を設定します。 

老朽度が高く、重要度も高い施設を優先性の

最も高い 1位のカテゴリーとし、老朽度が低

く、重要度も低い施設を優先性の最も低い 30

位のカテゴリーとして設定します。その間につ

いては、老朽度を優先して、2～29 位を設定 

します。 

 

  

A 6 5 4 3 2 1

B 12 11 10 9 8 7

C 18 17 16 15 14 13

D 24 23 22 21 20 19

E 30 29 28 27 26 25

ｆ ｅ ｄ ｃ ｂ ａ

施設別の優先性

重要度ランク

老
朽
度
ラ
ン
ク
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●老朽度ランク 

施設の老朽度ランクは、施設の老朽状況と劣化状況の合計とします。 

施設の建築年数から老朽状況（築年数）を、施設の劣化診断調査結果の劣化評価における C 評

価以下の数から劣化状況をそれぞれ点数化し、その合計点でランクを区分します。 

 

【表 4-3-1 老朽度ランク】           【表 4-3-2 老朽状況】 

老朽度 
ランク 

区分 

Ａ 老朽状況、劣化状況の合計点が 20点以下 

Ｂ 老朽状況、劣化状況の合計点が 30～40 点 

Ｃ 老朽状況、劣化状況の合計点が 50～60 点 

Ｄ 老朽状況、劣化状況の合計点が 70～80 点 

Ｅ 老朽状況、劣化状況の合計点が 90点以上 

 

 

 

【表 4-3-3 劣化状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●重要度ランク 

施設の規模（延床面積）から区分し、その中でも、避難所等に指定されている施設を高く設定

します。 

 

【表 4-3-4 施設規模等】 

重要度 

ランク 
区分 

a 大規模な施設（3,000 ㎡以上）のうち、避難所に指定されている施設 

b 大規模な施設（3,000 ㎡以上） 

c 中規模な施設（1,000～3,000 ㎡）のうち、避難所に指定されている施設 

d 中規模な施設（1,000～3,000 ㎡） 

e 小規模な施設（1,000 ㎡未満）のうち、避難所に指定されている施設 

f 小規模な施設（1,000 ㎡未満） 

※指定緊急避難場所は、避難所に指定されている施設と同じ区分にしています。 

  

老朽状況 配点 

築 5 年未満 50 

築 5 年以上 10 年未満 40 

築 10年以上 20年未満 30 

築 20年以上 30年未満 20 

築 30年以上 40年未満 10 

築 40年以上 0 

劣化状況 配点 

該当なし 50 

1 項目該当 40 

2 項目該当 30 

3 項目該当 20 

4 項目該当 10 

5 項目以上該当 0 
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２）対象施設の優先性 

対象施設の優先性については以下に示すとおりです。 

【表 4-3-5 対象施設の優先性結果】 

大分類 中分類 NO. 施設名称 
老朽 

状況 

劣化 

状況 

老朽度 

ランク 

重要度 

ランク 

施設別 

優先性 

５．子育て支援施設       

 幼保・こども園       

 

 

1 松原市立第２保育所 20 30 50 C c 15 

2 松原市立第３保育所 40 40 80 D e 23 

3 松原市立第４保育所 50 50 100 E c 27 

4 松原市立第７保育所 0 20 20 A e 5 

5 三宅幼稚園 0 30 30 B f 12 

6 四つ葉幼稚園 40 50 90 E c 27 

7 わかばこども園 50 50 100 E d 28 

幼児・児童施設       

 8 松原北留守家庭児童会室 30 30 60 C f 18 
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５. 施設の方向性・対策の内容 

１）試算方法について 

本計画において、今後それぞれの施設に係る対策費用の試算については、国土交通省大臣官房

官庁営繕部監修、（一財）建築保全センターが編集・発行の「H31年版 建築物のライフサイク

ルコスト 第 2」で示す試算方法に基づき建物の規模等に合わせてモデル建物を用いて試算する

「延床面積法」と、建物の部位・部材の平均単価等を使用して試算する「部材入力法」を混在さ

せて試算する「併用法」を採用しています。 

なお、本計画で示す対策費用の試算は、国の基準に基づく現時点における概算の費用であり、

施設の状況に応じ見直しを行います。 

 

２）各施設に係る費用について 

各施設について、今後 10 年間の対策費用は以下のとおりです。 

※グラフに表示した値と 10 年間合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。 

 

（１）松原市立第２保育所 

松原市立第２保育所は築 23 年を経過し老朽化の進行も見られます。屋根防水や外壁の老朽化

により内部への影響も見られますが、園児の人数は市内に 4 つある市立保育所の中で 2 番目に

多いです。就学前児童数及び就学児童数は減少傾向にありますが、社会情勢等の変化により、保

育を必要とする家庭が増加している状況を踏まえ、必要に応じた修繕を実施し、適切な維持管理

に努めながら長寿命化を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁、内部の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機

器の設備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 

【図 4-5-1 松原市立第２保育所の対策費用】 
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建   築：   21,391 千円 
電   気：   35,140 千円 
機   械：   72,205 千円 

（千円） 
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（２）松原市立第３保育所 

松原市立第３保育所は築 5 年の比較的新しい施設です。施設内では子育て支援センターも活動

を行っていることから、利用者の多い施設です。就学前児童数及び就学児童数は減少傾向にあり

ますが、社会情勢等の変化により、保育を必要とする家庭が増加している状況を踏まえ、必要に

応じた修繕を実施し、適切な維持管理に努めながら長寿命化を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁、内部の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機

器の設備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 

【図 4-5-2 松原市立第 3 保育所の対策費用】 
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＜10 年間合計＞ 
建   築：     5,612 千円 
電   気：     3,403 千円 
機   械：    10,574 千円 
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（３）松原市立第４保育所 

松原市立第４保育所は築 3 年の新しい施設で、特に維持管理における問題が無い施設です。園

児の数は市内に 4つある市立保育所の中で最も多いです。就学前児童数及び就学児童数は減少傾

向にありますが、社会情勢等の変化により、保育を必要とする家庭が増加している状況を踏まえ、

必要に応じた修繕を実施し、適切な維持管理に努めながら長寿命化を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁、内部の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機

器の設備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 

【図 4-5-3 松原市立第 4 保育所の対策費用】 
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建   築：    16,016 千円 
電   気：     7,562 千円 
機   械：    21,190 千円 
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（４）松原市立第７保育所 

松原市立第７保育所は築45年を経過し老朽化が進行していることから建物性能が低くなって

います。就学前児童数及び就学児童数は減少傾向にありますが、社会情勢等の変化により、保育

を必要とする家庭が増加している状況を踏まえ、必要に応じた修繕を実施し、適切な維持管理に

努めながら長寿命化を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁、内部の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機

器の設備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

また、施設の利用状況等を踏まえ、計画期間内に施設のあり方の検討を行います。 

 

【図 4-5-4 松原市立第７保育所の対策費用】 
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＜10 年間合計＞ 
建   築：    6,340 千円 
電   気：    7,871 千円 
機   械：    9,223 千円 



23 

 

（５）三宅幼稚園 

三宅幼稚園は築 46 年を経過し老朽化が進行していることから建物性能が低くなっています。

外壁や内部天井の老朽化の進行が見られますが、社会情勢等の変化により、保育を必要とする家

庭が増加している状況を踏まえ、必要に応じた修繕を実施し、適切な維持管理に努めながら長寿

命化を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁、内部の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機

器の設備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

また、施設の利用状況等を踏まえ、計画期間内に施設のあり方の検討を行います。 

 
【図 4-5-5 三宅幼稚園の対策費用】 
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＜10 年間合計＞ 
建   築：    14,648 千円 
電   気：     8,489 千円 
機   械：     9,867 千円 
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（６）四つ葉幼稚園 

四つ葉幼稚園は築 6 年の比較的新しい施設で、特に維持管理における問題が無い施設です。園

児の受入れを行っている市立の幼稚園の中で最も新しく、3歳児については通園区域外からの入

園も可能な施設です。このような状況を踏まえ、引き続き適切な維持管理に努めながら長寿命化

を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁、内部の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機

器の設備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 

【図 4-5-6 四つ葉幼稚園の対策費用】 
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＜10 年間合計＞ 
建   築：    12,685 千円 
電   気：    12,933 千円 
機   械：    41,724 千円 
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（７）わかばこども園 

わかばこども園は令和 3（2021）年度に開園した新しい施設です。子育て支援施設であるこ

とを踏まえ、必要に応じた修繕を実施し、適切な維持管理に努めながら長寿命化を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機器や昇

降機等の設備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 

【図 4-5-7 わかばこども園の対策費用】 

 

 

 

 

  

0
45

871 291

10,244

1,226 1,156
701 871

28,679

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

令和3年

（2021）

令和4年

（2022）

令和5年

（2023）

令和6年

（2024）

令和7年

（2025）

令和8年

（2026）

令和9年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

令和12年

（2030）

わかばこども園

建築集計 電気集計 機械集計

（千円）

＜10 年間合計＞ 
建   築：    17,205 千円 
電   気：     8,612 千円 
機   械：    18,267 千円 
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（８）松原北留守家庭児童会室 

松原北留守家庭児童会室は築 17 年を経過し老朽化の進行も見られます。松原市立松原北小学

校の敷地内にあり小学生全学年を対象に、安全面に配慮し、適切な遊びや生活の場を与えるなど

を目的として設置された施設で、利用者数も安定しているという状況を踏まえ、必要に応じた修

繕を実施し、適切な維持管理に努めながら長寿命化を図ります。 

施設の経年劣化対策として、屋根や外壁、内部の部分的な修繕の実施を想定するほか、空調機

器の設備が適切な状態に保たれるよう、部品交換等のメンテナンスを実施します。 

 

【図 4-5-８ 松原北留守家庭児童会室の対策費用】 
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＜10 年間合計＞ 
建   築：    3,587 千円 
電   気：    4,588 千円 
機   械：    4,099 千円 
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３）施設の方向性・対策の内容 

各施設について、今後の施設の方向性と対策の内容及び実施時期は以下のとおりです。 

 

【表 4-5 対象施設の方向性及び対策内容】 
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第５章 計画の継続的運用方針等 

１. 情報基盤の整備と活用 

本計画を推進するにあたり、施設の状況や設備改修等の情報をデータベースとして蓄積し、継

続的に収集・整理を行いながら、予防保全の取組に向けた情報基盤の整備を図ります。 

また、今後継続的な点検により施設の劣化状況を把握し、劣化しやすい箇所への重点的な点検

及び管理に向け、公共施設管理システムの導入も検討しながら、予防保全に向けた取組を図りま

す。 

 

２. フォローアップ 

計画の推進にあたっては、PDCA サイクル（Plan（策定）⇒Do（実行）⇒Check（検証）⇒

Action（見直し））に基づき、無駄のない高効率の事業推進を目指します。 

本計画に基づき対象施設の対策事業を推進し、本施設分類の維持管理を実施するとともに、定

期的に施設の管理状況を評価することとします。 

本計画については、社会情勢の変化等に応じて計画を見直す予定です。 


